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附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規程は、奈良県警察の処務に関する一般的な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

(1) 本部 奈良県警察本部をいう。

(2) 部課長 本部の部長、課長、所長、隊長及び学校長をいう。

(3) 所属 本部の課、所、隊、学校及び警察署をいう。

(4) 所属長 所属の長をいう。

(5) 職員 奈良県警察に勤務する職員をいう。

(6) 幹部 職員のうち、巡査部長以上の階級にある警察官及びこれに相当する一般職

員をいう。

第２章 事務の代決及び専決

（本部長の事務の代決）

第３条 奈良県警察本部長（以下「本部長」という。）の事務について、本部長が不在

のときは、主管部長がその事務を代決することができる。

２ 本部長及び主管部長がともに不在のときはあらかじめ本部長の指定した部長がその

事務を代決することができる。

（部長事務の代決）

第４条 部長の事務について、部長が不在のときは主管課長がその事務を代決すること

ができる。

（本部の所属長の事務の代決）

第５条 本部の所属長の事務について、所属長が不在のときは、次席（所にあっては副

所長、隊にあっては副隊長、学校にあっては副校長をいう。以下同じ。）がその事務

を代決することができる。

２ 所属長及び次席がともに不在のときは、あらかじめ所属長の指定した幹部がその事

務を代決することができる。

（警察署長の事務の代決）



第６条 警察署長（以下「署長」という。）の事務について、署長が不在のときは、副

署長又は次長がその事務を代決することができる。

２ 署長及び副署長又は次長がともに不在のときは、あらかじめ署長の指定した幹部が

その事務を代決することができる。

（代決の制限）

第７条 前４条に規定する事務の代決は、規程の制定及び変更、職員の任用、分限、懲

戒その他重要、異例又は疑義のある事項以外のもので急を要するものに限るものとす

る。

（追認）

第８条 代決した事務は、代決者において文書上部に後閲と朱書し、事後速やかに上司

の追認を受けなければならない。

（専決）

第９条 部長、所属長並びに警察署の副署長、次長、刑事官、地域官、交通官、課長及

び幹部交番の長は、別に定めるところにより、事務の専決をすることができる。ただ

し、特命のあった事項若しくは特に重要、異例又は疑義のある事項については、専決

することができない。

第３章 会議

第１節 本部における会議

（会議）

第10条 事務の執行に関し、各所属間の連絡調整を図り又は協議打合せ等を必要とする

ときは、本節に定める会議のほか、必要な会議を開催する。

２ 部長及び所属長は、会議に図る必要があると認める事案があるときは、案件を添え

て本部長（総合運営会議にあっては警務部長）に会議の招集を求めることができる。

（会議の種類）

第11条 会議は、部長会議、部課長会議、総合運営会議、警察署長会議（以下「署長会

議」という。）及び担当者会議とする。

（部長会議）

第11条の２ 部長会議は、本部長が警察の総合的運営に関する事項について、部長及び

本部長が指名する者を招集して開催するものとする。

（部課長会議）

第12条 部課長会議は、本部長が警察運営上重要な事項等について、部課長を招集して

開催するものとする。

（総合運営会議）



第12条の２ 総合運営会議は、警務部長が警察運営上重要な事項等のうち、各部門間の

連絡調整を図り、又は協議打合せ等を必要とする事項について、別に定めるところに

より開催するものとする。

（署長会議）

第13条 署長会議は、本部長が、必要ある場合、各署長を招集して開催するものとする。

２ 前項の会議には、部課長を出席させ、それぞれの主管事項について必要な指示をさ

せることができる。

３ 署長会議において必要があると認めるときは、部外関係者の列席を求めることがで

きる。

（担当者会議）

第14条 担当者会議は、部課長が本部長の承認を得て、各所属の次席、副署長、次長又

は事務の担当者を招集して、その主管事務に関し必要な指示、連絡等を行うために開

催するものとする。

２ 前項の会議を開催しようとする部課長は、本部長の承認に先だち警務部長の合議を

受けなければならない。

３ 警務部長は、警察運営の調整を図るため、担当者会議の開催日時その他必要な事項

の変更を求めることができる。

（会議の代理出席）

第15条 会議の招集を受けた者が、事故その他により出席できないときは、あらかじめ

本部長又は主管部課長の承認を得て、代理の者を出席させなければならない。

（会議の事務）

第16条 本節に定める会議の事務は、部長会議、部課長会議及び署長会議については総

務課が、総合運営会議については警務課が、担当者会議については会議の議事を所管

する所属が処理するものとし、それぞれ会議の要旨を記録しておかなければならない。

第２節 警察署における会議

（監督者会議）

第17条 署長は、警察運営の能率化並びに指導の連絡統一を図るため、幹部を招集して

会議を開催するものとする。

２ 前項の会議は、必要により開催し、監督者会議録（別記様式第１号）に議事の要旨

を記載しておかなければならない。

第４章 文書

第18条及び第19条 削除

（文書の種類、取扱方法等）



第20条 文書の種類、取扱方法その他文書の処理に必要な事項については、別に定める

ところによる。

第５章 公印

（公印の制定）

第21条 奈良県警察に庁印、職印その他の印章を制定する。

２ 公印の種類、規格その他必要な事項は、別に定めるところによる。

第６章 服務等

第１節 服務

（服務）

第22条 職員の服務については、この規程に定めるもののほか、別に定めるところによ

る。

（勤務の正確）

第23条 職員は、勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてはならない。

２ 職員は、勤務時間中その場所を離れるときは、行先、要件、所要時間等を上司に報

告しなければならない。

第２節 勤務時間等及び勤務管理

（職員の勤務時間及び勤務管理）

第24条 職員の勤務時間、休日及び休暇並びに勤務管理については、別に定めるところ

による。

第25条から第28条まで 削除

第７章 事務処理

第１節 事務の処理

（事務処理の心構え）

第29条 事務は、敏速、確実に処理し、常に能率の向上に努めなければならない。

（決裁）

第30条 事務の処理にあたっては、別に定めるもののほか、順を経て本部にあっては本

部長、警察署にあっては署長の決裁を受けなければならない。ただし、やむを得ない

理由により直接決裁を受けた場合は、事後速やかに関係の上司に報告するものとする。

（事務処理の方法）

第31条 重要な事務は、幹部において処理するように努めるとともに、その事務の遂行

状況について監督しなければならない。

２ 職員は、上司から命ぜられた事務については、その経過、結果を速やかに報告しな

ければならない。



（不在時の処置）

第32条 職員は、出張、休暇及び欠勤等によって不在となるときは、できる限り自己の

担当事務に支障をきたすことのないように処置しておかなければならない。

（応援要請）

第33条 署長は、犯罪捜査、警備その他の必要により応援を受けようとするときは、速

やかに主管課長を経て本部長に応援の要請をしなければならない。ただし、事態が急

迫して、そのいとまがないときは、隊長又は他の署長に直接応援を求め、事後速やか

にその旨を本部長に報告するものとする。

（応援要請を受けた署長の処置）

第34条 前条ただし書きの規定による要請を受けた隊長又は署長は、直ちに応援員を派

遣しなければならない。この場合、応援員を派遣し難い特別の理由があるときは、直

ちにその旨を応援を要請した署長に通報しなければならない。

（関係者の呼出し）

第35条 願届その他について関係者の出頭を求めるときは、所属長の承認を受け呼出簿

（別記様式第２号）のその用件及び日時等を記載し、通知書（別記様式第３号）をも

って行うものとする。ただし、急を要するもの又は軽易なものについては、電話、口

頭その他の方法によることができる。

（部外からの調査依頼）

第36条 他官庁その他部外から照会又は調査依頼があった場合は、原則として回答に応

じてはならない。ただし、指示通達に基づくもの及び事案の軽重に応じ、少なくとも

所属長又は主管部長若しくは本部長の承認を受けて処置する場合はこの限りでない。

（業務日誌）

第37条 職員は、業務日誌を作成し、業務の予定及び結果を所属長に報告しなければな

らない。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

（人事記録）

第38条 所属長は、職員の配置換え、賞罰、教養歴その他必要な事項を記録しておかな

ければならない。

２ 所属長は、職員の所属がかわったときは、当該職員に係る人事記録の一切をとりま

とめ、速やかに新所属の長に送付しなければならない。

（進退録）

第39条 警察署に進退録（別記様式第４号）を備え、署員の配置換え（昇任及び降任を

含む。）、休職（療養を含む。）、退職（免職及び死亡を含む。）、賞罰、公傷等を

記載しておかなければならない。



第２節 報告、通報

（職員の報告）

第40条 職員は、警察上の参考事項を認知したとき及び事務を執行するに当たって生じ

た特異又は重大な事項は、その都度速やかに直属上司を経て所属長に報告しなければ

ならない。

２ 所属長は、前項の報告が特に重要又は特異なものであるときは、意見を付し本部長

に報告しなければならない。

（即報事案）

第41条 所属長は、別表に掲げる事案（以下この節において「即報事案」という。）が

発生し、又は当該事案に係る被疑者を検挙したときは、当該事案を主管する所属の長

（以下この条及び第43条において「主管所属長」という。）を通じ、本部長に即報し

なければならない。

２ 即報事案の内容が突発重大事案（航空機事故、列車事故、爆発事故その他の突発事

案であって、多数の死傷者を伴い、社会的反響が大きいもの（多数の死傷者を伴うお

それがあり、大きな社会的反響が予想される突発事案を含む。）をいう。次項におい

て同じ。）である場合における本部長に対する即報は、前項の規定にかかわらず警備

部警備課長を通じて行うものとする。

３ 執務時間外において即報事案が発生し、又は当該事案に係る被疑者を検挙したとき

は、当直長（第48条第１項に定める者をいう。以下この項及び第44条において同じ。

）が警察本部当直長を通じて主管所属長（突発重大事案の場合は、警備部警備課長。

以下この項において同じ。）に即報するものとする。ただし、即報事案が1 1 0番通報

等により生活安全部通信指令課に入電等した場合は、通信司令官が主管所属長に即報

するものとする。

（即報の方法）

第42条 即報は、電話をもってその概要を報告し、事後文書により報告するものとする。

ただし、通信と絶の場合は、特使その他の方法により速やかに報告しなければならな

い。

（関係先に対する通報）

第43条 即報事案の報告を受理した主管所属長は、別表関係所属欄に掲げる所属の長に

速やかに通報するものとする。

（職員の即報事案の処置）

第44条 職員は、即報事案を認知したときは、応急の処置を講ずるとともに、速やかに

所属長（執務時間外にあっては当直長）に報告しなければならない。



第３節 事務引継ぎ

（部長、所属長の事務引継ぎ）

第45条 部長及び所属長は、退職、休職、配置換えその他の事由によりその地位を離れ

るときは、速やかに事務引継書を作成し、後任者に引継がなければならない。

２ 前項の事務引継ぎに当たっては、おおむね次の各号に掲げる事項について行わなけ

ればならない。

(1) 所属の組織機構及び所掌事務処理の一般概況並びにこれに対する意見

(2) 管内の民情、風俗、交通、産業及び経済状態並びにこれに対する意見

(3) 懸案事務の状況及び処理に対する意見

(4) 簿冊、公文書及び諸証票簿の状況

(5) 給与品、備品等の状況

(6) 保管金品その他金銭出納事務の状況

３ 前項の引継ぎを終ったときは、新旧部長又は所属長の連署をもって、本部長に報告

しなければならない。ただし、引継ぎのできがたい事情があるときは、その理由を付

して上司の指示を受けなければならない。

（職員の事務引継ぎ）

第46条 前条以外の職員が退職、休職、配置換えその他の理由によりその地位を離れる

ときは、その担当する事務及び保管金品を整理し、前条に準じ文書又は口頭により事

務の引継ぎを行い、所属長に報告しなければならない。

第８章 当直

（当直勤務）

第47条 当直勤務は、本部庁舎については警務課長が、本部第二庁舎については第二庁

舎統括官が、科学捜査研究所、運転免許課、高速道路交通警察隊、警察学校及び警察

署についてはそれぞれの所属長が、勤務時間外に職員に当直勤務を命ずるものとする。

２ 車両整備工場（以下「整備工場」という。）、鉄道警察隊、交通管制センター（以

下「管制センター」という。）、交通反則通告センター（以下「通告センター」とい

う。）及び警察航空隊（以下「航空隊」という。）の当直勤務については、前項の規

定を準用する。

３ 前２項に掲げる施設及び所属以外の施設又は所属において、臨時に当直勤務を行う

必要がある場合は、当該施設の庁舎管理責任者（奈良県警察庁舎管理規程（昭和50年

12月奈良県警察本部訓令第17号）第４条に定めるものをいう。）又は当該所属長は、

本部長の承認を受けなければならない。

４ 当直勤務は、宿直勤務及び日直勤務に分け、その勤務時間は、次のとおりとする。



(1) 宿直勤務 午後５時15分から翌日の午前８時30分まで。ただし、警察署における

日曜日から木曜日までの宿直勤務については、午後７時から翌日の午前６時まで（

翌日が奈良県の休日を定める条例（平成元年３月奈良県条例第32号）第１条第１項

第２号及び第３号に掲げる休日（次号において「休日」という。）に当たる場合を

除く。）

(2) 日直勤務 休日、日曜日及び土曜日の午前８時30分から午後５時15分まで

５ 日直勤務及び宿直勤務は、必要により継続して行わせることができる。

（当直責任者）

第48条 当直勤務の責任者として、当直長を置く。

２ 当直長には、巡査部長以上の階級にある警察官をもって充てる。ただし、科学捜査

研究所、運転免許課、整備工場、鉄道警察隊、管制センター、通告センター及び航空

隊については、巡査の階級にある警察官又は一般職員をもって充てることができる。

３ 当直長は、当直勤務員を指揮監督し、当直中における一切の事務を処理し、その責

に任ずるものとする。

（当直勤務員の割当て）

第49条 当直勤務は、原則として警部以下の警察官及びこれに相当する一般職員のうち

から割り当てるものとする。

２ 療養中の者その他所属長が指定した者（本部庁舎の当直勤務に就く者にあっては、

当該当直勤務に就く者の所属長の上申に基づき、警務課長が相当の理由があると認め

て指定した者）は、宿直勤務に就けることはできない。

３ 当直勤務の割当てを行うに当たって、当直勤務員を増員しようとするとき（臨時に

増員する場合を含む。）は、事前に本部長の承認を受けなければならない。

（当直勤務の細部規定）

第50条 第47条に規定する本部庁舎における当直勤務の細部については、別に定める。

２ 本部第二庁舎の当直勤務の細部については第二庁舎統括官が、科学捜査研究所、運

転免許課、高速道路交通警察隊の当直勤務の細部についてはそれぞれの主管部長が、

警察学校及び警察署の当直勤務の細部についてはそれぞれの所属長が、別に定め、本

部長の承認を受けなければならない。

３ 整備工場、鉄道警察隊、管制センター、通告センター及び航空隊の当直勤務の細部

については、それぞれの所属長が別に定め、主管部長の承認を受けなければならない。

第９章 指導監督

（幹部の心構え）

第51条 幹部は、次の各号に掲げる事項に留意して、部下職員の指導監督に当たらなけ



ればならない。

(1) 人格の向上と良識のかん養に努め部下の模範となること。

(2) 厳正な規律のうちにも人間的なあたたかさと誠意をもって接すること。

(3) 関係法令、実務その他について積極的に研究、工夫し、部下の指導教養に当たる

こと。

(4) 公平を旨とし、長所及び善行を助長し、非違過失に対しては、その原因、情状等

を考察して、事後の指導に努めること。

(5) 常に意見又は希望を述べうる環境の醸成に努め、組織の融和により、士気の高揚

を図ること。

(6) 部下をよく掌握し、適切な指示命令によって事案を敏速、的確に処理すること。

(7) 幹部相互の緊密な連絡を保持し、指導監督の統一を図ること。

（指導監督事項）

第52条 指導監督は、おおむね次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 規律保持

(2) 職務執行及び処理

(3) 指示命令の遵守及び実行

(4) 報告連絡の適否

(5) 文書及び簿冊の取り扱い

(6) 秘密保持

(7) 拳銃、その他給貸与品の保管取り扱い

(8) 職務執行上必要な法令の理解及び研究の状況

(9) その他公衆接遇、健康状態、行状の良否等

（地域警察官に対する指導監督）

第53条 地域警察官に対する指導監督は、この規程によるほか、別に定めるところによ

る。

（功過についての報告）

第54条 幹部は、部下職員について次の各号に掲げる事項を知ったときは、その事実を

調査して、速やかに所属長に報告しなければならない。ただし、部下職員が地方公務

員法（昭和25年法律第２６１号）第29条第１項各号の一に該当する場合（次条において

「規律違反」という。）は、奈良県警察職員懲戒等取扱規程（昭和29年９月奈良県警

察本部訓令第18号）の定めるところによる。

(1) 他の模範となり又は特に功労があると認められる行為があったとき。

(2) 非行があったとき。



(3) その他功過について所属長に報告を要すると認められる事項

（功過に対する処置）

第55条 所属長は前条の報告を受け、又はその事実を知った場合はその内容を調査し、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める処置をとらなければならな

い。

(1) 表彰に該当すると認めたとき 本部長に表彰の上申を行うこと。

(2) 規律違反に該当すると認めたとき 首席監察官に報告を行うこと。

第10章 研修、教養等

（本部勤務員の研修）

第56条 本部に勤務する職員（会計年度任用職員を除く。）は、毎月本部長の行う点検、

教練その他の教養を受けなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限

りでない。

（定期研修）

第57条 所属長は、毎月１回以上日を定めて職員を召集し、執行務の指針及び実務その

他指導監督上必要な事項につき訓育、教養等の研修を実施しなければならない。この

場合において、署長は、点検、教練等を実施しなければならない。

（臨時研修）

第58条 所属長は、必要があると認めるときは、研修日を変更し、又は臨時に研修を行

うことができる。

第11章 削除

第59条から第62条まで 削除

第12章 雑則

（標識等）

第63条 本部の各庁舎及び警察署には、その名称を表示した標識（別記様式第５号）を

掲げなければならない。

２ 幹部交番、交番、駐在所、警備派出所、連絡所、検問所、交通検問所（署所在地及

び所所在地を除く。以下「交番等」という。）には、当該交番等の名称を表示した標

識（別記様式第６号）を掲げなければならない。

３ 前２項に定める規格により難いときは、その都度本部長の承認を受けて掲げるもの

とする。

４ 警察署、交番等には、夜間その所在を明らかにするため、赤色燈を掲げなければな

らない。

５ その他の標識等については、その都度本部長の承認を受けて掲げるものとする。



（受付及び係の表示）

第64条 警察署には、外来者の応接に便利な位置に受付を置き、その表示をしなければ

ならない。

２ 警察署の各室には、当該課（係）等の名称を表示した標識を掲げなければならない。

（沿革史）

第65条 本部及び警察署には、沿革史を備え必要な事項を記載しておかなければならな

い。

（広報板）

第66条 署長は、警察署、交番等の建物の正面見やすい箇所に広報板を設置するものと

する。

（管内要図）

第67条 警察署には、次の事項を表示した管内要図を備えなければならない。

(1) 警察署の位置及び管轄区域

(2) 交番等の位置

(3) 鉄道、軌道、道路、河川その他交通上重要な路線及び施設

(4) 官公署、学校、病院、診療所、発（変）電所、重要文化財施設、主な会社及び工

場その他警察上重要な施設場所

(5) その他必要と認める事項

（適用の特例）

第68条 所属長は、この規程の定める所により難い特例の事情があるときは、その事項

に関し、その都度本部長の承認を受けなければならない。

（必要な細則）

第69条 署長は、この規程の施行につき必要な細則を定めるものとする。

２ 前項の細則を定め又は変更するときは、本部長の承認を受けなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、昭和42年１月１日から施行する。

（訓令の廃止）

２ 奈良県警察本部処務規程（昭和30年４月奈良県警察本部訓令第12号。以下「本部処

務規程」という。）及び警察署処務規程（昭和31年12月奈良県警察本部訓令第22号）

は、廃止する。

（経過規定）

３ 警察署処務規程第68条（備付簿冊）の規定は、当分の間なおその効力を有するもの



とする。

４ この訓令の施行の際、現に効力を有する訓令中に改正前の条項を規定しているもの

については、この訓令施行後の規定の相応する条項にそれぞれ読み替えるものとする。

５ この訓令施行の際、本部処務規程及び警察署処務規程により実施された事項は、こ

の訓令の規定により実施された事項とみなす。

６ この訓令施行の際、現に存する旧様式による用紙類は、その訓令施行後においても、

なお、使用することができる。この場合、この訓令により改正される字句は、この訓

令による改正後の字句にそれぞれ読み替えるものとする。

附 則 （昭和42年５月17日本部訓令第11号）

この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年４月22日から適用する。

附 則 （昭和42年８月15日本部訓令第27号）

この訓令は、昭和42年８月17日から施行する。

附 則 （昭和43年６月29日本部訓令第16号）

この訓令は、昭和43年７月１日から施行する。

附 則 （昭和43年12月10日本部訓令第22号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、昭和44年１月１日から施行する。

附 則 （昭和44年３月31日本部訓令第６号）

この訓令は、昭和44月４月１日から施行する。

附 則 （昭和45年８月27日本部訓令第11号）

この訓令は、昭和45年８月27日から施行する。

附 則 （昭和46年３月31日本部訓令第８号）

この訓令は、昭和46年４月１日から施行する。

附 則 （昭和47年３月７日本部訓令第４号）

この訓令は、昭和47年４月１日から施行する。

附 則 （昭和48年１月26日本部訓令第２号）

この訓令は、昭和48年２月１日から施行する。

附 則 （昭和48年３月23日本部訓令第４号）

この訓令は、昭和48年３月23日から施行する。

附 則 （昭和48年９月18日本部訓令第22号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、昭和48年９月20日から施行する。

附 則 （昭和48年11月５日本部訓令第27号）



（施行期日）

１ この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年８月24日から適用する。

（経過規定）

２ この訓令による改正前の各用紙は、当分の間なお用いることができる。

附 則 （昭和50年３月10日本部訓令第４号）

この訓令は、昭和50年３月11日から施行する。

附 則 （昭和50年４月11日本部訓令第7号）

この訓令は、昭和50年４月11日から施行し、昭和50年４月２日から適用する。

附 則 （昭和50年12月11日本部訓令第17号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、昭和50年12月11日から施行する。

附 則 （昭和51年８月19日本部訓令第４号）

この訓令は、昭和51年８月19日から施行する。

附 則 （昭和51年12月１日本部訓令第６号）

この訓令は、昭和52年１月１日から施行する。

附 則 （昭和52年９月13日本部訓令第12号）

この訓令は、昭和52年９月13日から施行する。

附 則 （昭和55年４月７日本部訓令第９号）

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の〔中略〕奈良県警察処務

規程〔中略〕の規定は、昭和55年４月１日から適用する。

附 則 （昭和56年３月27日本部訓令第４号）

この訓令は、昭和56年４月１日から施行する。

附 則 （昭和56年７月15日本部訓令第７号）

この訓令は、昭和56年７月15日から施行し、この訓令による改正後の奈良県警察処務

規程〔中略〕の規定は、昭和56年６月１日から適用する。

附 則 （昭和57年３月28日本部訓令第５号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、公布の日から施行する。

附 則 （昭和58年４月１日本部訓令第５号）

この訓令は、昭和58年４月１日から施行する。

附 則 （昭和58年９月30日本部訓令第13号）

この訓令は、昭和58年10月１日から施行する。

附 則 （昭和59年12月６日本部訓令第11号）



この訓令は、昭和59年12月６日から施行し、昭和59年11月20日から適用する。

附 則 （昭和61年３月６日本部訓令第３号）

この訓令は、昭和61年３月６日から施行し、この訓令による改正後の奈良県警察職員

の自宅待機に関する訓令、奈良県警察処務規程及び奈良県警察本部当直規程の規定は、

昭和61年１月１日から適用する。

附 則 （昭和62年２月13日本部訓令第２号）

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則 （昭和62年３月30日本部訓令第８号）

この訓令は、昭和62年４月１日から施行する。

附 則 （昭和63年３月９日本部訓令第６号）

この訓令は、昭和63年４月１日から施行する。

附 則 （平成元年５月９日本部訓令第４号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、平成元年５月13日から施行する。

（奈良県警察職員の勤務を要しない時間の指定に関する訓令の廃止）

２ 奈良県警察職員の勤務を要しない時間の指定に関する訓令（昭和63年４月奈良県警

察本部訓令第12号）は廃止する。

附 則 （平成元年５月22日本部訓令第６号）

この訓令は、平成元年５月22日から施行し、〔中略〕平成元年３月24日から適用〔中

略〕する。

附 則 （平成元年12月７日本部訓令第16号）

この訓令は、平成元年12月７日から施行する。

附 則 （平成２年11月16日本部訓令第16号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、平成３年１月１日から施行する。

附 則 （平成３月２月28日本部訓令第３号）

この訓令は、平成３月３月４日から施行する。

附 則 （平成３年６月29日本部訓令第８号）

この訓令は、平成３年７月１日から施行する。

附 則 （平成３年11月30日本部訓令第18号）

この訓令は、平成４年１月１日から施行する。

附 則 （平成４年４月９日本部訓令第９号）抄

（施行期日）



１ この訓令は、平成４年４月20日から施行する。

附 則 （平成４年５月18日本部訓令第15号）

この訓令は、平成４年５月18日から施行し、平成４年３月13日から適用する。

附 則 （平成４年７月31日本部訓令第23号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、平成４年８月１日から施行する。

（経過措置）

４ この訓令施行の際現に改正前の奈良県警察処務規程の規定に基づき作成された様式

第１号の２、様式第２号、様式第２号の２及び様式第３号は、当分の間、この訓令の

規定に基づき作成された別記様式第１号、別記様式第２号、別記様式第３号及び別記

様式第４号とみなす。

附 則 （平成６年３月15日本部訓令第５号）

この訓令は、平成６年４月１日から施行する。

附 則 （平成６年11月10日本部訓令第19号）

この訓令は、平成６年11月10日から施行する。

附 則 （平成７年11月16日本部訓令第31号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、平成７年11月16日から施行する。

附 則 （平成８年６月13日本部訓令第13号）

この訓令は、平成８年６月13日から施行する。

附 則 （平成８年12月17日本部訓令第23号）

この訓令は、平成８年12月17日から施行する。

附 則 （平成９年８月28日本部訓令第12号）

この訓令は、平成９年８月28日から施行する。

附 則 （平成10年11月27日本部訓令第17号抄）

（施行期日）

１ この訓令は、平成10年12月１日から施行する。

附 則 （平成11年３月31日本部訓令第11号）

この訓令は、平成11年４月１日から施行する。

附 則 （平成11年９月22日本部訓令第18号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、平成11年10月１日から施行する。

附 則 （平成12月６月29日本部訓令第13号）



この訓令は、平成12年７月1日から施行する。

附 則 （平成13年３月22日本部訓令第３号）

この訓令〔中略〕は、平成13年4月１日から施行する。

附 則 （平成14年２月20日本部訓令第５号）

この訓令は、平成14年２月22日から施行する。〔以下略〕

附 則 （平成16年３月31日本部訓令第９号）

この訓令は、平成16年４月１日から施行する。

附 則 （平成16年６月１日本部訓令第11号）

この訓令は、平成16年６月１日から施行する。

附 則 （平成19年３月30日本部訓令第11号）

（施行期日）

１ この訓令は、平成19年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正前の訓令により作成された様式の用紙で、現に残存するものに

ついては、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則 （平成20年３月21日本部訓令第16号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、平成20年３月28日から施行する。

附 則 （平成22年３月31日本部訓令第９号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、平成22年４月１日から施行する。

附 則 （平成22年12月16日本部訓令第13号）

この訓令は、平成23年１月１日から施行する。

附 則 （平成23年９月16日本部訓令第14号）

この訓令は、平成23年10月１日から施行する。

附 則 （平成24年３月21日本部訓令第５号）

この訓令は、平成24年３月26日から施行する。

附 則 （平成25年３月19日本部訓令第９号）

この訓令は、平成25年３月25日から施行する。

附 則 （平成25年５月31日本部訓令第14号）

この訓令は、平成25年５月31日から施行する。

附 則 (平成25年11月１日本部訓令第20号)抄

（施行期日）



１ この訓令は、平成26年１月１日から施行する。

附 則 （平成26年２月24日本部訓令第７号）

（施行期日）

１ この訓令は、平成26年３月４日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正前の訓令により作成された様式の用紙で、現に残存するものに

ついては、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則 （平成26年３月19日本部訓令第10号）

この訓令は、平成26年３月25日から施行する。

附 則 （平成28年２月19日本部訓令第３号）

この訓令は、平成28年２月26日から施行する。

附 則 （平成29年３月15日本部訓令第４号）

この訓令は、平成29年３月24日から施行する。

附 則 （平成29年12月25日本部訓令第21号）

この訓令は、平成30年１月１日から施行する。

附 則 （平成30年３月14日本部訓令第３号）

この訓令は、平成30年３月23日から施行する。

附 則 （平成30年12月３日本部訓令第16号）

この訓令は、平成30年12月３日から施行する。

附 則 （平成31年４月26日本部訓令第13号）

（施行期日）

１ この訓令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成29年法律第63号）の施行

の日（平成31年４月30日）の翌日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正前の訓令により作成された様式の用紙で、現に残存するものに

ついては、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則 （令和２年３月10日本部訓令第４号）抄

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

附 則 （令和３年３月11日本部訓令第２号）抄

（施行期日）

１ この訓令は、令和３年３月11日から施行する。

附 則 （令和３年３月23日本部訓令第９号）

この訓令は、令和３年３月26日から施行する。



附 則 （令和４年３月14日本部訓令第４号）

（施行期日）

１ この訓令は、令和４年３月15日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正前の訓令により作成された様式の用紙で、現に残存するものにつ

いては、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則 （令和４年３月24日本部訓令第６号）

この訓令は、令和４年３月25日から施行する。

附 則（令和５年３月14日本部訓令第６号）

この訓令は、令和５年３月28日から施行する。



別表（第41条関係）

主 管 課 即 報 事 案 即 報 事 項 関 係 所 属

警 務 課 １ 拳銃の使用事案（盲発し ① 発生日時及び場 ・ 監 察 課

たときを含む。） 所 ・ 施設装備課

② 当事者の所属、 ・ 捜査第一課

階級、氏名等 ・ 鑑 識 課

③ 被（加）害の有 ・ 当該職員が

無及びその程度 分掌する事務

④ 事案発生時の状 の主管課

況

⑤ 救護措置の状況

⑥ その他参考事項

２ 職員が、公務上又は通勤 同上 ・ 監 察 課

途上に災害（負傷､疾病及 ・ 捜査第一課

び死亡をいう。）を受けた （公務執行妨

とき。 害により災害

を受けた場合

に限る｡）

・ 当該職員が

分掌する事務

の主管課

会 計 課 １ 公有物品の天災、事故そ ① 発生日時及び場 ・ 監 察 課

の他の理由による滅失又は 所 ・ 捜査第一課

重大な損傷（施設装備課の ② り災物件名 ・ 鑑 識 課

所掌に属するものを除く。 ③ 被害の程度及び ・ コンピュー

） その状況 タに関する場

④ 原因 合は、情報管

⑤ 物品の管理者 理課

⑥ その他参考事項 ・ 通信関係物

品に関する場

合は、情報通

信部機動通信

課

２ 1 0 0万円以上の現金の拾 ① 遺失（拾得）日

得又は特異な物品の遺失若 時及び場所

しくは拾得 ② 遺失（拾得）者

③ 遺失（拾得）の

状況



④ 措置の状況

⑤ その他参考事項

３ 遺失又は拾得状況が特異 同上

な事案

施設装備課 １ 警察施設（待機宿舎等を ① 発生日時及び場 ・ 監 察 課

含む。）の火災及び災害 所 ・ 会 計 課

② り災物件名 ・ 捜査第一課

③ 被害の程度及び ・ 鑑 識 課

その状況 ・ コンピュー

④ 原因 タに関する場

⑤ 施設の管理者 合は、情報管

⑥ その他参考事項 理課

・ 地域施設に

関する場合は、

地域課

・ 通信関係施

設に関する場

合は、情報通

信部機動通信

課

２ 拳銃の亡失及び損傷事案 ① 発生日時及び場 ・ 監 察 課

所 ・ 会 計 課

② 当事者の所属、 ・ 当該職員が

階級、氏名等 分掌する事務

③ 事案発生時の状 の主管課

況

④ その他参考事項

３ 警棒等を使用して人に危 ① 発生日時及び場 ・ 監 察 課

害を与えたとき。 所 ・ 当該職員が

② 当事者の所属、 分掌する事務

階級、氏名等 の主管課

③ 被（加）害の有

無及びその程度

④ 事案発生時の状

況

⑤ 救護措置の状況

⑥ その他参考事項

４ 警察車両の火災及び盗難 同上 ・ 監 察 課

事案 ・ 会 計 課



・ 捜査第一課

・ 鑑 識 課

・ 当該職員が

分掌する事務

の主管課

５ 警察官の制服、警棒及び ① 発生日時及び場 同上

手錠の盗難並びに紛失事案 所

② 当事者の所属、

階級、氏名等

③ 事案発生時の状

況

④ その他参考事項

６ 警察手帳、交通巡視員手 同上 同上

帳、少年警察補導員手帳及

び警察職員証の盗難並びに

紛失事案

留置管理課 被留置者の事故 ① 発生日時及び場 ・ 監 察 課

所 ・ 当該被留置

② 当該被留置者の 者に係る事件

人定事項 の主管課

③ 事案の概要

④ 事案に対する措

置の状況

⑤ 捜査の状況

⑥ その他参考事項

監 察 課 １ 職員の非行事案 ① 発生日時及び場 ・ 事件主管課

所 ・ 当該職員が

② 当事者の人定事 分掌する事務

項 の主管課

③ 事案の概要

④ 事案に対する措

置の状況

⑤ その他参考事項

２ 職員の人権侵害又は職権 ① 告訴、告発又は 同上

濫用について告訴、告発又 抗議の日時及び場

は抗議があったとき。 所

② 当事者の人定事

項

③ 事案の概要



④ 事案に対する措

置の状況

⑤ その他参考事項

３ 職員の自殺（未遂を含 ① 発生日時及び場 ・ 事件主管課

む。）又は失踪事案 所 ・ 警 務 課

② 当事者の人定事

項

③ 事案の概要

④ 事案に対する措

置の状況

⑤ その他参考事項

４ 職員が関係した交通事故 同上（重要な交通事 ・ 交通指導課

のうち、次に掲げるもの 故が発生した場合の ・ 会計課及び

(1) 死亡事故又は重傷事故 報告に使用する別に 施設装備課（

(2) 緊急自動車を運転中の 定める様式を使用し 警察車両が関

交通事故で、負傷者のあ ても差し支えない。 係する事故に

るものその他特異なもの ） 限る。）

(3) その他社会的反響の大 ・ 当該職員が

きい交通事故 分掌する事務

の主管課

情報管理課 １ 警察情報管理システムの ① 発生日時及び場

適用業務である運転者管理 所

システムの停止 ② 事案の概要

③ 事案に対する措

置の状況

④ 停止により免許

証の即日交付が不

能となった人数

⑤ 即日交付申請者

への告知その他の

広報の状況

⑥ その他参考事項

２ コンピュータウィルス ① 発見日時及び場

（第三者のコンピュータの 所

プログラム又はデータベー ② 発見の状況

スに対して意図的に何らか

の被害を及ぼすように作成

されたプログラムで、自己

伝染機能、潜伏機能又は発

病機能を有するものをい



う。）の発見

県民サービ 警察官の職務に協力援助した ① 協力援助を受け ・ 会 計 課

ス課 者が災害（負傷、疾病及び死 た警察官の官職、

亡をいう。）を受けたとき。 氏名及び生年月日

② 協力援助者の住

所、氏名、生年月

日、職業及び性別

③ 給付を受けるべ

き者の住所、氏

名、生年月日及び

協力援助者との続

柄

④ 災害発生の日時

及び場所

⑤ 災害発生の原因

及びその状況

⑥ 傷病名及びその

程度

⑦ その他参考事項

厚 生 課 災害により、職員の住居又は ① 発生日時及び場

家財が被害を受けたとき。 所

② 被害を受けた職

員の住所、氏名等

③ 被害の程度

④ 被害発生の状況

⑤ その他参考事項

事件主管課 １ 公務員等が関係する犯罪 ① 住居、職業（地 ・ (1)及び(4)

のうち、次に掲げるもの 位）、氏名及び年 は、総務課及

(1) 天皇、皇族、国務大臣、 齢 び捜査第二課

国会議員、地方公共団体 ② 事件の概要 ・ (2)は、捜査

の長及び議員その他これ ③ 身柄措置の状況 第一課

に準ずる知名士が関係す ④ 事件の処理状況 ・ (3)は、監察

る犯罪 ⑤ 事件の見通し 課及び関係す

(2) 裁判官、検察官又は弁 ⑥ その他参考事項 る職員が分掌

護士が関係する犯罪 する事務の主

(3) 職員が関係する犯罪 管課

(4) その他公務員（特別法

による準公務員を含む。

ただし、地方公営企業労

働関係法及び国営企業労

働関係法の適用を受ける



現業職の公務員は除く｡)

又は新聞社等報道機関の

者が関係する社会的反響

の大きい犯罪

２ 捜査事故又は紛議のうち、 ① 事故又は紛議の ・ 刑事企画課

次に掲げるもの 件名 ・ (3)は、警務

(1) 被疑者の誤手配又は誤 ② 発生又は認知の 課

逮捕事案 年月日 ・ 監察課((6)

(2) 逮捕その他の強制処分 ③ 当事者の住居、 を除く。)

に関する事故及び捜査に 職業、氏名、年齢

関する紛議等で人権擁護 前科、前歴、所属

委員会若しくは検察庁等 団体等

への申告又は告訴・告発 ④ 事故又は紛議の

のあった事案（おそれの 概要

ある場合を含む。） ⑤ 問題となってい

(3) 捜査に関し、警察官が る事項

殉職し、又は負傷した事 ⑥ 問題についての

案 真相

(4) 取り調べ等捜査活動上 ⑦ 警察としてとっ

における被疑者の逃亡、 た措置及び経過

自殺、疫病による死亡等 ⑧ 所轄の意見及び

の事故 今後の見通し

(5) 職務執行上の不適切事 ⑨ その他参考事項

案等警察の信用を失墜す

るおそれのある事案

(6) 関係官公署間における

捜査に関する紛議

(7) その他社会的反響が大

きいと認められる捜査関

係事案

３ 外国人（在日外国人を除 ① 発生日時及び場 ・ 刑事企画課

く。）が関係する事件 所 （通訳人の手

② 被疑者の人定事 配が必要な事

項（国籍等の身分 件に限る。）

関係を含む。） ・ 組織犯罪対

③ 被害者の人定事 策課

項 ・ 外事課

④ 事案の概要

⑤ 身柄の状態

⑥ その他参考事項

生活安全企 地域安全推進委員が活動中に ① 発生日時及び場 ・ 警務課



画課 災害（負傷、疾病及び死亡を 所

いう。）を受けたとき又は犯 ② 当事者の人定事

罪の主体となったとき。 項

③ 事案の概要

④ 措置の状況

⑤ その他参考事項

人身安全対 １ 被保護者に関する事故 ① 発生日時及び場 ・ 監察課

策課 所

② 当事者の人定事

項

③ 事案の概要

④ 措置の状況

⑤ その他参考事項

２ 特異行方不明者に係る事 ① 発生日時及び場 ・ 捜査第一課

案 所 ・ 鑑識課

② 行方不明者及び

届出人の人定事項

③ 事案の概要

④ 処理の状況

⑤ その他参考事項

３ 正当な理由がないのに、 ① 告訴、告発又は ・ 少年課（少

特定の者に対し、反復して、 相談日時 年によるもの

つきまとい、又はいやがら ② 発生日時及び場 に限る。）

せ等を行う事案 所 ・ 捜査第一課

③ 被疑者の人定事 ・ 県民サービ

項 ス課（被害者

④ 被害者の人定事 対策を要する

項 事案に限る｡)

⑤ 事件の概要

⑥ 身柄の措置

⑦ 捜査又は処理の

状況

⑧ その他参考事項

地 域 課 １ 雑踏に伴う重要特異な事 ① 発生日時及び場 ・ 情報通信部

故又は紛争事案 所 機動通信課

② 事案の概要

③ 発生原因

④ 措置の状況

⑤ その他参考事項



２ 大規模な水難又は山岳遭 同上 同上

難事故

通信指令課 無線機及びデジタル無線のコ 同上 ・ 監察課

ード番号表の盗難又は亡失事 ・ 捜査第一課

案 ・ 情報通信部

機動通信課

少 年 課 １ 少年の集団犯罪、少年の ① 発生日時及び場 ・ 捜査第一課

福祉を害する事件その他少 所 （少年の福祉

年に関する事件のうち、重 ② 被疑者の人定事 を害する事件

要特異な事件 項 を除く。）

③ 被疑者の保護者 ・ 組織犯罪対

の人定事項 策課（暴力団

④ 被害者の人定事 (員)介入事件

項 に限る。）

⑤ 事件の概要

⑥ 身柄の措置

⑦ 捜査又は処理の

状況

⑧ その他参考事項

２ 少年による性的犯罪（犯 ① 告訴、告発又は ・ 人身安全対

罪手口資料取扱細則（平成 相談日時 策課

18年警察庁訓令第４号）別 ② 発生日時及び場 ・ 捜査第一課

表に掲げるものをいう。以 所 ・ 鑑識課

下同じ。） ③ 被疑者の人定事 ・ 科学捜査研

項 究所

④ 被疑者の保護者 ・ 県民サービ

の人定事項 ス課（被害者

⑤ 被害者の人定事 対策を要する

項 事案に限る｡)

⑥ 事件の概要

⑦ 身柄の措置

⑧ 捜査又は処理の

状況

⑨ その他参考事項

３ 少年による家庭内及び異 同上 ・ 捜査第一課

性間における暴力事件 ・ 県民サービ

ス課（被害者

対策を要する

事案に限る｡)



４ 少年指導委員及び少年補 ① 発生日時及び場 ・ 警 務 課

導員が活動中に災害（負傷 所

疾病及び死亡をいう。）を ② 当事者の人定事

受けたとき、又は犯罪の主 項

体となったとき。 ③ 事案の概要

④ 措置の状況

⑤ その他参考事項

５ 少年院、少年鑑別所等か 同上 ・ 捜査第一課

らの逃走事件

生活環境課 １ 高圧ガス、放射性物質等 ① 発生日時及び場 ・ 捜査第一課

危険物に関する事件又は事 所 ・ 鑑 識 課

故 ② 被疑者の人定事 ・ 科学捜査研

項 究所

③ 事件の概要 ・ 生活安全企

④ 暴力団の関係の 画課

有無 ・ 警備課

⑤ その他参考事項 ・ 組織犯罪対

策課（暴力団

(員)介入事件

に限る。）

２ 風俗関連事件のうち、暴 ① 発生日時及び場 ・ 組織犯罪対

力団の介入する売春事件及 所 策課（外国人

び重要特異な事件 ② 被疑者の人定事 が関係する場

項 合又は暴力団

③ 事件の概要 (員)介入事件

④ 身柄の措置 に限る。）

⑤ 捜査又は処理の

状況

⑥ その他参考事項

３ 重要特異な銃砲等（銃器 ① 告訴、告発又は ・ 捜査第一課

を除く。）及び火薬類に関 相談日時 ・ 鑑 識 課

する事件又は事故 ② 発生日時及び場 ・ 科学捜査研

所 究所

③ 被疑者の人定事 ・ 生活安全企

項 画課

④ 被害者の人定事 ・ 組織犯罪対

項 策課（暴力団

⑤ 事件の概要 (員)介入事件

⑥ 身柄の措置 に限る。）

⑦ 捜査又は処理の ・ 公安課（右

状況 翼介入事件に

⑧ その他参考事項 限る。）

４ 生活安全部所管に係る事 ① 発生日時及び場 ・ 組織犯罪対



件のうち、社会的反響の大 所 策課（暴力団

きい重要特異な事件（他課 ② 被疑者の人定事 （員）介入事

の所掌に属するものを除 項 件に限る。）

く。） ③ 事件の概要 ・ 公安課（右

④ 身柄の措置 翼介入事件に

⑤ 捜査又は処理の 限る。）

状況

⑥ その他参考事項

サイバー犯 サイバー犯罪のうち、重要特 ① 認知日時 ・ 事件主管課

罪対策課 異な事件 ② 認知の状況 ・ 情報管理課

③ 事案の概要 ・ 情報通信部

④ 捜査又は処理の 情報技術解析

状況 課

⑤ その他参考事項

刑事企画課 １ 指名手配（通報）被疑者 ① 手配被疑者の人 ・ 手配（通報

の発見逮捕 定関係 ）被疑者に係

② 手配種別及び手 る事件主管課

配都道府県名

③ 警察庁又は都道

府県指定の別

④ 自供の有無

⑤ その他参考事項

２ 自由刑とん刑者及び逃亡 ① 逃亡被告人等の

被告人等の発見 人定関係

② 発見時の状況

③ その他参考事項

３ 国際的な犯罪捜査の共助 ① 発生（発覚）日 ・ 事件主管課

のうち、次に掲げるもの 時及び場所

(1) 外国警察へ捜査を依頼 ② 被疑者の人定事

する場合 項（国籍等の身分

(2) 被疑者が国外に逃亡し､ 関係を含む。）

又は逃亡するおそれがあ ③ 被害者の人定事

り、出入国時に被疑者の 項

発見通報方を依頼（空港 ④ 事案の概要

手配）する場合 ⑤ 身柄の状態

(3) 捜査官の海外派遣及び ⑥ その他参考事項

外国捜査官の受入れをす

る場合

捜査第一課 １ 重要事件又は社会的反響 ① 発生（発覚）の ・ 鑑 識 課



のある事件のうち、次に掲 日時及び場所 ・ 科学捜査研

げる事件 ② 被疑者の人定事 究所

(1) 集団逃走、集団暴行、 項 ・ (3)は、生

集団的公務執行妨害等の ③ 発見（届出）者 活環境課

多数人による集団的事件 及び発見（届出） ・ (4)は、組

(2) 殺人、強盗及び重大な 時の状況 織犯罪対策課

傷害事件 ④ 被害の状況 ・ 生活安全企

(3) 銃砲等（銃器を除く。 ⑤ 死者があるとき 画課（指定文

）又は火薬類を使用した は死因及び死後経 化財に関係す

特異事件 過時間、負傷者が る 事 件 に 限

(4) 銃器を使用した特異事 あるときは負傷の る。）

件 部位、程度及び入 ・ 組織犯罪対

(5) その他社会的反響のあ 院先 策課（暴力団

る事件 ⑥ 捜査の経過 (員)介入事件

（例） ⑦ 応援の要否 に限る。）

・ 裁判所、刑務所、 ⑧ その他参考事項 ・ 公安課（右

自衛隊等の施設に対 （被疑者の人相、 翼介入事件に

する事件 特徴、遺留品等） 限る。）

・ 官公署、学校等公

共的施設に対する事

件

・ 交通機関及び金融

機関に対する事件

・ 指定文化財に関す

る事件

２ 性的犯罪（少年による事 ① 告訴、告発又は ・ 人身安全対

件を除く。） 相談日時 策課

② 発生日時及び場 ・ 鑑 識 課

所 ・ 科学捜査研

③ 被疑者の人定事 究所

項 ・ 県民サービ

④ 被害者の人定事 ス課（被害者

項 対策を要する

⑤ 事件の概要 事案に限る｡)

⑥ 身柄の措置

⑦ 捜査又は処理の

状況

⑧ その他参考事項

３ 家庭内及び異性間におけ 同上 ・ 県民サービ

る暴力事件（少年による事 ス課（被害者

件を除く。） 対策を要する

事案に限る｡)



・ 人身安全対

策課（家庭内

における暴力

事件のうち、

少年が被害者

となっている

場合に限る。

）

４ 特殊事件のうち、次に掲 ① 発生（発覚）日 ・ 鑑 識 課

げる事件 時及び場所 ・ 科学捜査研

(1) 誘拐事件（疑いのある ② 被疑者の人定事 究所

場合を含む。） 項 ・ (3)は、人

(2) 幼児等に対する誘拐前 ③ 発見（届出）者 身安全対策課

兆事案 及び発見（届出） ・ (7)は、生

(3) 特異行方不明者（犯罪 時の状況 活環境課

の被害にかかり、又はか ④ 被害の状況 ・ (9)は、警

かっているおそれのある ⑤ 死者があるとき 備課

場合に限る。） は死因及び死後経 ・ (9)で、死

(4) ハイジャック事件 過時間、負傷者が 傷者多数（死

(5) 爆破事件及び爆破予告 あるときは負傷の 者（行方不明

等社会的影響の大きい脅 部位、程度及び入 者を含む。）

迫事件 院先 が20人以上の

(6) 企業、店舗等に対する ⑥ その他参考事項 場合、死傷者

悪質な恐喝又は脅迫事件 （被疑者の人相、 が50人以上の

(7) 食品等に対する毒物混 特徴、遺留品等） 場合又は重傷

入（予告）事件 者を含む負傷

(8) 被害額1 0 0万円以上又 者が1 0 0人以

は社会的影響の大きい恐 上の場合をい

喝事件 う 。 以 下 同

(9) 航空機、列車若しくは じ。）の場合

船舶に係る事故又は爆発 は、地域課及

事故 び通信指令課

(10) その他重要特異な特殊

事件・事故（死傷者の出

た産業災害、医療過誤に

関する事件、土木工事事

故、ガス等漏出事故、中

毒事故等）

５ 火災事件のうち、次に掲 ① 発生日時及び場 ・ 鑑 識 課

げる事件 所 ・ 科学捜査研

(1) 放火事件 ② 焼失建物の所有 究所

(2) 官公署、学校、病院若 者（管理者） ・ (2)で、死



しくは電気、ガス等の事 ③ 発見（届出）者 傷者多数の場

業施設若しくは文化財そ 及び発見（届出） 合は、地域課

の他の重要建築物又は人 時の状況 及び警備課

家密集地域若しくは旅 ④ 焼失棟数、全半 ・ 施設装備課

館、劇場、デパート等多 焼の別及び焼失面 （警察施設に

数人の現在する建物にお 積 係る火災に限

ける出火事件 ⑤ 出火原因及び発 る｡)

(3) 家屋10戸以上又は山林 火部

10町歩（99,170㎡）以上 ⑥ 焼死者があると

のり災若しくは焼死者が きは、その者の人

出た失火事件 定事項

(4) り災戸数にかかわらず ⑦ 被疑者を検挙し

放火の疑いのある火災事 たときは、その者

件 の人定事項

⑧ 放（失）火の原

因、動機、捜査の

経過等

⑨ その他参考事項

（火災保険の加入

の状況等）

６ 窃盗事件のうち、次に掲 ① 発生日時及び場 ・ 鑑 識 課

げる事件 所

(1) 被害額3 0 0万円以上の ② 被害者の人定事

事件（乗り物盗を除く。 項

(2) 既届侵入事件のうち、 ③ 被害の状況

重要・特異手口の事件 ④ 被害金品

(3) その他社会的反響の大 ⑤ 現場出動の要否

きい事件

７ 死体の発見 ① 発見者の人定事 ・ 鑑 識 課

(1) 死体を発見し、又は死 項及び発見時の状 ・ 科学捜査研

体がある旨の届出を受け 況 究所

たとき（原因が交通事故 ② 死者の人定事項

であることが明らかな死 及びその状態

体を除く。）。 ③ 検案（解剖）医

(2) 身元不明の死体につい 師

て報告後、その身元が判 ④ 検視官等

明したとき。 ⑤ その他参考事項

捜査第二課 １ 偽造、変造又は模造通貨 ① 発見者の人定事 ・ 鑑 識 課

の発見 項及び発見時の状 ・ 科学捜査研

況 究所

② 通貨の種別



③ 記号、番号及び

年銘

④ 符号

⑤ 偽造、変造又は

模造の手段方法

⑥ 捜査の状況

２ 通貨の偽造、変造又は模 ① 被疑者の人定事 同上

造被疑者の検挙 項

② 事件の概要

③ 製造方法

④ 通貨の種類、符

号及び枚数

⑤ その他参考事項

３ 有価証券、文書又は印章 ① 事件名（事件の 同上

の偽造及び変造事件のうち 内容）

社会的影響の大きい事件 ② 認知（受理）年

月日

③ 発生年月日

④ 被害者の人定事

項

⑤ 被疑者の人定事

項

⑥ 事件の概要

⑦ 逮捕の予定者

⑧ 社会的反響及び

影響

⑨ 事件の見通し

⑩ その他参考事項

４ 詐欺、背任及び横領事件 同上

のうち、被害額が1, 0 0 0万

円以上の事件

５ 政争の絡む事件 同上

６ 補助金等に係る予算の執 同上

行の適正化に関する法律

（昭和30年法律第1 7 9号）

違反事件

７ 贈収賄等重要知能事件 ① 事件名（事件の

内容）



② 認知（受理）年

月日

③ 発生年月日

④ 被害者の人定事

項

⑤ 被疑者の人定事

項

⑥ 事件の概要

⑦ 逮捕の予定者

⑧ 社会的反響及び

影響

⑨ 事件の見通し

⑩ 被疑者の社会的

地位及び経歴

⑪ その他参考事項

８ 選挙関係事件 ① 事件名（事件の

内容）

② 認知（受理）年

月日

③ 発生年月日

④ 被害者の人定事

項

⑤ 被疑者の人定事

項

⑥ 事件の概要

⑦ 逮捕の予定者

⑧ 社会的反響及び

影響

⑨ 事件の見通し

⑩ 違反関係候補者

及び所属党派

⑪ 被疑者の選挙上

の地位

⑫ 家族等

⑬ その他参考事項

組織犯罪対 １ 重要特異な銃器に関する ① 告訴、告発又は ・ 捜査第一課

策課 事件 相談日時 ・ 鑑 識 課

② 発生日時及び場 ・ 科学捜査研

所 究所

③ 被疑者の人定事 ・ 警備課（右

項 翼介入事件に

④ 被害者の人定事 限る。）



項

⑤ 事件の概要

⑥ 身柄の措置

⑦ 捜査又は処理の

状況

⑧ その他参考事項

２ 広域的又は組織的な覚醒 ① 発生日時及び場

剤等薬物に係る重要特異な 所

事件 ② 被疑者の人定事

項

③ 事件の概要

④ 暴力団の関係の

有無

⑤ その他参考事項

３ 国際犯罪捜査に関する事 ① 発生（発覚）日 ・ (1)及び(2)

案のうち、次に掲げるもの 時及び場所 は、外事課

(1) 外交使節団員、随員 ② 被疑者の人定事 ・ (3)は、公

（準ずる者を含む。）及 項（国籍等の身分 安課

びその家族が関係する事 関係を含む。） ・ 事件主管課

件 ③ 被害者の人定事 ・ 刑事企画課

(2) 外国の知名士及びその 項

家族が関係する事件 ④ 事案の概要

(3) 在日米軍及びその家族 ⑤ 身柄の状態

に関係ある事案の報告 ⑥ その他参考事項

４ 暴力団、暴力団員等によ ① 事件名（事件の ・ 鑑識課

る事件 内容） ・ 科学捜査研

② 認知（受理）年 究所

月日

③ 発生年月日

④ 被害者の人定事

項

⑤ 被疑者の人定事

項

⑥ 事件の概要

⑦ 逮捕の予定者

⑧ 社会的反響及び

影響

⑨ 事件の見通し

⑩ 所属団体及び地

位

⑪ 対立抗争の可能



性

⑫ 保護対象の有無

⑬ 押収凶器類

⑭ その他参考事項

５ 特殊詐欺に関する事件の ① 事件名（事件の

うち、被害額が1,000万円 内容）

以上の事件 ② 認知（受理）年

月日

③ 発生年月日

④ 被害者の人定事

項

⑤ 被疑者の人定事

項

⑥ 事件の概要

⑦ 逮捕の予定者

⑧ 社会的反響及び

影響

⑨ 事件の見通し

⑩ その他参考事項

交通企画課 地域交通安全活動推進委員が ① 発生日時及び場 ・ 警 務 課

活動中に災害（負傷、疾病及 所

び死亡をいう。）を受けたと ② 当事者の人定事

き、又は犯罪の主体となり、 項等

若しくは交通事故を起こした ③ 事案の概要

とき。 ④ 措置の状況

⑤ その他参考事項

交通規制課 １ 広域交通に影響のある道 ① 発生日時及び場

路の決壊、崩土、凍結、降 所

雪、濃霧等のための通行の ② 道路名及び区間

禁止、う回道路の指示等の ③ 事案の概要

交通規制を必要とする場合 ④ 交通規制対象車

両

⑤ 交通規制の種別

及び指定したう回

道路

⑥ その他参考事項

２ 主要道路における交通渋 同上

滞が著しく、交通規制を必

要とする場合



３ 信号機、大型標識（可変 ① 発生日時及び場

標識及び灯火標識を含む。 所

）又は交通情報板の損壊 ② 損壊の原因（事

故による場合は、

原因者の人定事項

等）

③ 被（損）害の程

度

④ 事案の概要

⑤ その他参考事項

交通指導課 １ 次に掲げる交通事故及び ① 発生日時及び場 ・ 死傷者が多

交通違反 所 数の場合は、

(1) 死亡及び重傷事故 ② 主原因者の住所､ 通信指令課

(2) ５人以上の負傷者を生 氏名、職業、免許 ・ (3)（死亡又

じた事故 関係、車種別等 は重傷事件に

(3) ひき逃げ事件 ③ 従原因者の住所､ 限る。）及び

(4) 危険運転致死傷罪の適 氏名、職業、免許 (7)は、鑑識課

用が見込まれる事故 関係、車種別等 ・ (7)のアは､

(5) 乗客のあるバス又は荷 ④ 被害（損害）の 総務課

台に人を乗せたトラック 程度

の関係する人身事故 ⑤ 事故（違反）発

(6) 踏切における列車の脱 生時の状況

線転覆等の重大事故 ⑥ その他参考事項

(7) 次に掲げる者が関係し （交通事故の即報

た事故及び違反 に当たっては、重

ア 国務大臣､国会議員､ 要な交通事故が発

知事、都道府県議会議 生した場合の報告

員、市町村長、市町村 に使用する別に定

会議員その他これに準 める様式を使用し

ずる知名士 ても差し支えな

イ 外国の大公使、外交 い。）

使節、随員、駐留軍人

及び軍属並びにこれら

の者の家族

(8) その他社会的に問題と

なるおそれのある特異な

事故及び違反

２ 交通関係法令に係る身柄 同上

拘束事案

運転免許課 保管管理中の運転免許証の紛 ① 発生日時

失事案 ② 発生状況及び原



因

③ 運転免許証の氏

名、免許証番号等

の記載事項

④ 保管の種別

⑤ その他参考事項

公 安 課 １ 警備犯罪（外事課の所掌 ① 事件名並びに発 ・ 事案の内容

に属するものを除く。） 生日時及び場所 に応じて、サ

② 当事者の人定事 イバー犯罪対

項等（団体の場合 策課、捜査第

は、団体名、事務 一課、組織犯

所の所在地及びそ 罪対策課､鑑

の代表者） 識課又は科学

③ 事案の概要 捜査研究所

④ 事案に対する措

置の状況

⑤ その他参考事項

２ 警備情報又は資料に関す ① 事件名並びに発

る特異又は重要な事案が発 生日時及び場所

生し、若しくは発生のおそ ② 当事者の人定事

れがあるとき。（外事課の 項等（団体の場合

所掌に係るものを除く。） は、団体名、事務

所の所在地及びそ

の代表者）

③ 事案の概要

④ 事案に対する措

置の状況

⑤ その他参考事項

外 事 課 １ 警備犯罪（外事警察に係 ① 事件名並びに発 ・ 事案の内容

るものに限る。） 生日時及び場所 に応じて、生

② 当事者の人定事 活環境課、刑

項等（団体の場合 事企画課（通

は、団体名、事務 訳人の手配が

所の所在地及びそ 必要な事件に

の代表者） 限る。）、捜

③ 事案の概要 査第一課、組

④ 事案に対する措 織犯罪対策課､

置の状況 鑑識課又は科

⑤ その他参考事項 学捜査研究所



２ 出入国管理及び難民認定 同上 ・ 生活環境課

法（昭和26年政令第319号 （外国人労働

）違反事件 者に係る雇用

関係事犯に限

る。）

３ 亡命事案 ① 事件名並びに発

生日時及び場所

② 当事者の人定事

項等

③ 事案の概要

④ 事案に対する措

置の状況

⑤ 本人の意思表示

⑥ その他参考事項

４ 警備情報又は資料に関す ① 事件名並びに発

る特異又は重要な事案（外 生日時及び場所

国人又はその活動の本拠が ② 当事者の人定事

外国に在る日本人に係るも 項等（団体の場合

のに限る。）が発生し、若 は、団体名、事務

しくは発生のおそれがある 所の所在地及びそ

とき。 の代表者）

③ 事案の概要

④ 事案に対する措

置の状況

⑤ その他参考事項

警 備 課 １ 警衛及び警護上の事故 ① 発生日時及び場 ・ 事案の内容

所 に応じて、生

② 当事者の人定事 活環境課、捜

項 査第一課、組

③ 事案の概要等 織犯罪対策課､

④ 措置の状況 鑑識課、科学

⑤ その他参考事項 捜査研究所、

公安課又は外

事課

２ 大規模な災害及び事故（ ① 発生日時及び場 ・ 事故の態様

地域課主管に係るものを除 所 により事件主

く。） ② 事案の概要 管課

③ 発生原因

④ 措置の状況

⑤ その他参考事項



３ 警備事案に発展するおそ 同上 ・ 事案の内容

れのある事案 に応じて、公

安課又は外事

課




















